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新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定支援業務（以下、「本業務」という。）の

遂行にあたっては、ＤＢＯ方式の事業として実施する一般廃棄物処理施設の整備及び運

営に関して、幅広い知識と専門能力を有し、課題解決を的確に行う能力のある専門家の

支援が必要である。そのため、受託候補者の特定にあたっては、価格による競争のみで

はその目的を達成できない恐れがあることから、企画力、技術力、専門性、実績等を有

した受託候補者を特定することができる公募型プロポーザルを採用するものである。こ

の実施要領は、本業務の委託発注について、公募型プロポーザル方式により本業務を遂

行する受託候補者を特定するため、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 公募に関する事項 

２－１ 業務概要 

⑴ 業務名：新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定支援業務委託  

⑵ 委託期間：契約締結日から令和１０年３月３１日まで 

⑶ 募集方法：組合ホームページへの掲載 

⑷ 委託業務内容：別添仕様書参照 

⑸ 委託限度額：全体 ５０，９３０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

        うち令和７年度 １７，５３４，０００円 

      うち令和８・９年度 ３３，３９６，０００円 

⑹ 選定方法 

審査委員会が参加者から提出された提案等について審査を行い、受託候補者を特定

する公募型プロポーザル方式を採用する。別途定める公募型プロポーザル審査要領に

より審査し、評価点の最も高い者を受託候補者、２番目に高いものを次点受託候補者

として選定する。 

 

２－２ 参加資格 

⑴  法人に関すること 

プロポーザルに参加できる者は、委託業務を効果的かつ効率的に実施できる法人

及びその他の団体（以下「法人等」という。）であり、以下の全ての要件を満たす

者とする。 

ア 埼玉中部環境保全組合での令和７・８年度競争入札参加資格者名簿（設計・調査・測

量）に登録されていること。登録がされていない場合は参加表明書の提出期限までに入札
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参加資格の申請手続きを行うこと。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当しない者であること。 

ウ 参加表明書の提出から契約締結日までの期間に鴻巣市、北本市、吉見町から

の入札参加停止措置を受けている期間がないもの。  

エ 会社更生法に基づく更生手続き開始及び、民事再生法に基づく再生手続き開

始の申し立てをしていないもの。ただし、会社更生法の規定による更生計画又

は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けたもの

を除く。 

オ 平成２７年度以降に、地方公共団体（一部事務組合含む。）が発注する、一

般廃棄物のエネルギー回収型廃棄物処理施設（１００ｔ／日以上）の新設又は

更新に係るＰＦＩ方式又はＤＢＯ方式の事業者選定支援業務（以下、「同種業

務」という。）を元請けとして受託し、かつ完了した実績を１件以上有するこ

と。（参加表明書提出時点において業務が完了しているものに限る。） 

 

⑵  配置技術者に関すること 

    本業務においては、管理技術者及び担当技術者を配置するものとし、そのものの

要件は次のとおりとする。 

ア 管理技術者は（管理技術者は埼玉中部環境保全組合委託契約約款第６条に定

める技術管理者を読み替えて扱うものとする。）、廃棄物関連施設の設計・建

設に係る技術的知識と十分な経験を有し、技術士【総合技術管理部門（衛生工

学－廃棄物管理）】又は【衛生工学部門（廃棄物・資源循環、廃棄物管理、廃

棄物処理、廃棄物管理計画）】の資格を有するものであること。  

イ 配置予定技術者は、原則として会社概要書に記載された参加者に、公告日の

３か月以上前から雇用されているものとする。 

ウ 担当技術者は、管理技術者を兼ねてはならない。 また、照査技術者は、管理

技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。 

エ 管理技術者及び担当技術者いずれも、平成２７年度以降に同種業務に係る実

績を有する者とする。（参加表明書提出時点において業務が完了しているもの

に限る。） 
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２－３ スケジュール 

項 目 日 程 

公募要領公表 令和７年３月１１日（火） 

公募要領等に関する質問書受付期間 
令和７年３月１１日（火）から 

令和７年３月２６日（水）まで 

質問書に対する回答 令和７年３月３１日（月）予定 

参加表明書締切 令和７年４月４日（金） 

企画提案書等提出締切 令和７年５月８日（木） 

審査案内通知 令和７年５月１２日（月） 

１次審査結果通知（４社以上の場合） 令和７年５月１４日（水） 

２次審査 令和７年５月２１日（水）予定 

結果通知 令和７年６月１１日（水）予定 

契約締結 令和７年６月中旬 予定 

 

２－４ 公募手続 

⑴  公募に関する質問受付 

令和７年３月１１日（火）～令和７年３月２６日（水）１７時１５分まで 

質問書（様式６）により、本公募要領の「５ 事務局（問合せ先）」に記載して

あるアドレスに電子メールにより行うものとする。 

⑵  公募に関する質問への回答 

令和７年３月３１日（月）予定 

埼玉中部環境保全組合ホームページ上において回答を公表する。なお、全ての質

問の回答をまとめたものを掲載する。（質問を行った事業者名は公表しない） 

⑶  参加表明書等の受付 

令和７年３月１１日（火）～令和７年４月４日（金）１７時１５分まで 

提出先：本公募要領の「５ 事務局（問合せ先）」 

提出書類：本公募要領の３の３－１のとおり 

提出方法：上記期間内に様式第１号から第５号の原本の写し（ＰＤＦファイル、

添付書類除く）をメール添付で提出 

※原本は後日郵送すること。なお、郵送による原本の到着は上記期限を過ぎても

差し支えない。 

⑷  企画提案書等の応募書類の受付 

令和７年４月４日（金）～令和７年５月８日（木）１７時１５分まで 

提出先：本公募要領の「５ 事務局（問合せ先）」 

提出書類：本公募要領の３の３－１のとおり 

提出方法：郵送又は持参とする。郵送の場合は必着とし、持参する場合の受付時
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間は平日８時３０分から１７時１５分までとする。 

※書類が不足している場合は受付不可。 

⑸  審査案内通知、１次審査結果の通知 

参加者が４社を超えた場合は、１次審査（書類審査、事務局採点）において上

位４社を選定し、２次審査（審査委員会）を行うものとする。４社以下の場合

は、１次審査では選考を行わず、１次審査の評価結果は２次審査の評価結果と合

わせて評価を行う。なお、参加者が４社以下で１次審査を行わなかった場合は、

２次審査の開始時刻を通知する。２次審査の順番は原則として、企画提案書の受

付順とする。 

４社以下の場合：審査案内通知 令和７年５月１２日（月） 

４社を超える場合：１次審査結果の通知 令和７年５月１４日（水） 

審査案内通知、１次審査結果は、参加者全員へ結果通知書の写しをメールにて

送付し、原本は郵送する。 

※本公募要領の２の２－２に抵触する事業者はこの時点で失格とし、２次審査は

実施しない。 

⑹  ２次審査の実施 

日時：令和７年５月２１日（水）の指定時刻 

場所：埼玉中部環境センター ４階大会議室 

内容：プレゼンテーション（２５分以内）及び質疑応答（１５分以内） 

出席者：３名以内 

業務実施体制調書（様式第５号）に記載した担当技術者が説明を行い、業

務実施体制調書（様式第４号）に記載した管理技術者が出席すること。 

その他：プレゼンテーション用の別資料（パワーポイント等）は使用せず、提出し

た企画提案書を用いて説明すること。 

⑺  審査結果の通知 

令和７年６月１１日（水）＜予定＞ 

審査結果は、参加者全員へ結果通知書の写しをメールにて送付し、原本は郵送す

る。なお、審査の経過及び結果についての問合せには一切応じない。また、異議申

し立てについても一切認めないこととする。 

⑻  契約の締結 

令和７年６月中旬＜予定＞ 

事業者選定後、企画提案内容を基に、「業務計画書」について発注者と受託候補

者で協議するものとし、協議が整い次第、当組合と契約を締結する。 

プロポーザルの性質上、締結にあたり、企画提案内容をもってそのまま契約する

とは限らない。 
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３ 応募書類に関する事項  

３－１ 応募書類の提出 

①～⑤は、メールで提出する写しとは別に各１部（原本）を提出すること。 

⑥は１部（原本）を提出すること。 

⑦は提出期限までに各１０部（原本１部、副本９部）を提出すること。 

なお、原本について、押印箇所がある場合は押印すること。副本はその写しで差

し支えない。 

＜提出書類の内容及び様式等＞※各様式、文字サイズは１１ポイント以上とする。 

書類名 様式番号等 備考 提出期限 

①参加表明書 様式第１号  
4月4日

（金） 

②会社概要書 様式第２号  〃 

③業務経歴書 様式第３号 
契約書の写し

等を添付 
〃 

④業務実施体制調書（管理技術者） 様式第４号 資格証、契約

書の写し等を

添付 

〃 

⑤業務実施体制調書（担当技術者） 様式第５号 〃 

⑥見積書 様式は任意  
5月8日

（木） 

⑦企画提案書（下記項目については

必ず記載すること。企画提案書に

は、会社名については記載しない

こと。） 

ア 業務の実施体制（貴社の強み

についても記載すること） 

イ 業務の実施方針、実施内容 

ウ 実施工程 

エ 特定テーマ 

Ａ 本業務から供用開始までの

スケジュール短縮に向けた課

題と解決策について 

Ｂ 整備運営費の抑制に向けた

考え方について 

Ｃ 予定価格の積算方法につい

て 

Ｄ 安心安全な施設とするため

の課題と対応策について 

様式は任意 
Ａ４版、Ａ３

三つ折り可 
〃 

⑧質問書 様式第６号 提出は任意 
3月26日

（水） 
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３－２ 応募にあたっての留意事項 

⑴  公募要領の承諾 

参加表明書の提出をもって、本公募要領の記載内容を承諾したものとみなす。 

⑵  参加者の失格 

参加者が次の事項に該当した場合には、失格とする。 

①  本公募要領に定める手続を遵守しない場合 

②  参加資格を有していない場合 

③  応募書類に虚偽の記載をした場合 

④  埼玉中部環境保全組合が提示した委託料の限度額を超える見積を提出した

場合 

⑤  審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑥  参加者が２次審査に参加しない場合 

⑶  業務の一括委託の禁止 

本事業を一括して第三者に委託又は請け負わせることはできない。ただし、業務

の一部について、あらかじめ当組合が認めた場合はこの限りではない。 

⑷  提出内容の変更・追加の禁止 

提出された書類の内容の変更又は書類の追加は認めない。ただし、疑義等があ

り、当組合が補正を求めた場合は、この限りではない。また、当組合が提案され

た内容について補足書類の提出を求めたときも同様とする。 

⑸  提出資料の取扱い 

提出された提案書等は返却しない。提出資料の著作権は提案者に帰属するが、選

定結果の公表等で必要と認められる用途について、提案書等の一部又は全部を無

償で使用できるものとする。 

⑹  費用負担  

応募及びヒアリングに要する費用は、参加者の負担とする。 

⑺  辞退 

参加表明書を提出後に辞退する場合は、辞退届（様式第７号）を提出すること。

なお、辞退した場合であっても、以後不利益な取扱いはしない。 

 

４ 審査に関する事項 

４－１ 審査 

⑴  埼玉中部環境保全組合プロポーザル審査委員会において、提出された提案書及び

プレゼンテーションの内容を別途定める公募型プロポーザル審査要領に基づき総合

的に審査し、点数が最も高い者を受託候補者、次点のものを次点受託候補者として

選定する。 
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⑵  ２次審査は、対面形式とし３名までとする。審査当日、指定時間に会議を実施で

きるよう準備すること。指定時間に遅れた場合は失格とする。  

⑶  プレゼンテーション用の別資料（パワーポイント等）は使用せず、提出した企画

提案書を用いて説明すること。なお、参加者が１社のみであっても審査委員会にお

いて審査を行い、受託候補者としての適格性について審査を行う。 

 

 ４－２ 審査基準 

   審査基準及び配点は以下のとおりとする。 

審査方法 評価項目 評価基準 配点 

１次審査 

（事務局） 

１ 事業者評価 有資格者の状況、業務実績 １０点 

２ 配置技術者評価 保有資格、業務実績 １６点 

３ 見積価格評価 見積金額 １４点 

２次審査 

（審査委員

会） 

４ 企画提案書評価 

・業務の理解度、実施手順、実

現性 

・課題の着目点、的確性及び実

現性 

４０点 

５ 
プレゼンテーシ

ョン評価 

取組意欲、わかりやすさ、専門

技術力、コミュニケーション能

力 

２０点 

合 計 １００点 

 

５ 事務局（問合せ先） 

埼玉中部環境保全組合 建設推進課  

〒３５５－０１３４ 

埼玉県比企郡吉見町大字大串２８０８ 

電話番号：０４９３－５４－０６６６ 

ＦＡＸ番号：０４９３－５４－０６６４ 

電子メール：tyuubukankyou@aioros.ocn.ne.jp 


